様式第１号(里山整備支援事業補助金等取扱第2条関係)

里山整備支援事業　事業計画書
令和　　年　　月　　日

１　団体の概要　※1
	項　　目
	内　　　　　　容

	(1) 団体名及び代表者名
	〇×里づくり協議会　会長　〇〇　〇〇

	(2) 住　所・電話番号
	神戸市西区〇〇町〇×　（078-123-4567）



２　計画概要　※2
	項　　目
	内　　　　　　容

	(1) 事業の概要および３か年全体の計画面積
	集落内道路沿いの危険木の伐採を行う。
また、チッパーシュレッダーやチェーンソー等資材を導入し、放置竹林を主とした地域内の里山林の伐採および間伐、バッファーゾーンの整備を行う。

3か年全体の計画面積（　1,500㎡　　　　　　　　　　）

	(2) 事業の目的及び効果
	目的：
以下を主目的とする。
・危険木の伐採
・農村景観の保全形成
・生物多様性の向上
・野生動物に対するバッファーゾーンの整備
効果：
以下の効果が期待される。
・危険木の伐採による、住民の安全確保
・農村景観の保全形成による、住民の地域に対する意識の向上
・生物多様性の向上による、地域の豊かな自然環境の保全
・バッファーゾーンの整備による、獣害の軽減

	(3) 事業実施後の管理方法
	本事業で導入した機材を活用し、引き続き地域住民主体で管理を行う。
また、タケノコ狩り等のイベントの開催や、里山林整備のボランティアの募集を行い、地域外住民と共同で整備を行っていく。

	(4) 発生材の活用方法 ※3
	木材については専門家に相談の上、家具等に使用できるもの・できないものに分け、使用できるものについては事業者への販売を行う。
竹についてはチップ化のうえ、集落内の田畑に散布し土壌改良剤として使用する。





２　各年次計画案　
1年目
	項　　目
	内　　　　　　容

	（1）事業内容
	緊急性の高い集落内道路沿いの危険木（自主施工の難しい大径木中心）の伐採を業者委託により行う。

	（2）実施予定日
（期日又は期間)
	令和〇年4月15日～7月30日

	（3）事前着手の有無
　　及び着手日
	　有　・　無
事前着手日：4月15日

	（4）実施場所および現況 ※3
	実施場所：〇〇町〇×123-4周辺（約500㎡）
現況：道路沿いの斜面に生育する大径木の一部枝が腐朽し、道路に落下する事態が生じている。

	（5）事業費 ※4
	1,200,000円

	（6）実施方法
	業者委託

	(7)発生材の活用方法 ※3
	木材については専門家に相談の上、家具等に使用できるもの・できないものに分け、使用できるものについては事業者への販売を行う。



2年目
	項　　目
	内　　　　　　容

	（1）事業内容
	チッパーシュレッダーやチェーンソー等資材を導入し、放置竹林を主とした地域内の里山林の伐採および間伐を行う。

	（2）実施予定日
（期日又は期間)
	令和〇年10月15日～令和〇年2月1日


	（3）事前着手の有無
　　及び着手日
	　有　・　無
事前着手日：

	（4）実施場所および現況 ※3
	実施場所：〇〇町〇×123-5周辺（㎡）
現況：放置竹林が荒廃し、周辺の植生を侵食している状況。

	（5）事業費 ※4
	1,600,000円

	（6）実施方法
	導入した資材により、団体構成員直営で整備を実施する。

	(7)発生材の活用方法 ※3
	竹をチップ化し、堆肥とともに集落内農地に散布する。






3年目
	項　　目
	内　　　　　　容

	（1）事業内容
	バッファーゾーンの整備を主目的とした里山林の整備を行う。また、過年度に導入した資材の替え刃等の消耗品を購入する。

	（2）実施予定日
（期日又は期間)
	令和〇年9月15日～10月1日


	（3）事前着手の有無
　　及び着手日
	　有　・　無
事前着手日：

	（4）実施場所および現況 ※3
	実施場所：〇〇町〇×123-6周辺（㎡）
現況：農地周辺の放置された森林がイノシシ等有害鳥獣の隠れ家となっている状況。

	（5）事業費 ※4
	310,000円

	（6）実施方法
	バッファーゾーン整備の専門家による講演会を実施し、その内容に基づき過年度に導入した資材を用いて里山林整備を行う。

	(7)発生材の活用方法 ※3
	竹をチップ化し、堆肥とともに集落内農地に散布する。



注意事項　
※1　規約・構成員名簿を添付すること。
また、里づくり協議会、自治会、農会以外の団体は様式第1-1号団体概要書を添付すること。
※2　必要に応じて記載内容を別添資料として提出可。
※3　発生木材・竹材の活用方法について具体的に記載すること。木材については樹種ごとに活用方法が異なることから、専門家の助言を聞き適切な計画とすること。また、竹材について集落での活用意向がない場合は一般財団法人神戸農政公社への持ち込みを検討すること。
※4　位置図および現地写真を添付すること。
※5　事業費の算定に当たっては見積書の徴取等により、適切な価格を計上するよう務めること。
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